
議第６２号

高山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例について

高山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番

号の利用に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。

令和６年５月１３日提出

高山市長 田 中 明

提案理由

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い改正しよ

うとする。



高山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例

高山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例（平成２７年高山市条例第１１号）の一部を次のように改正する。

改 正 前 改 正 後

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係）

利用する事務 特定個人情報を保有する事務 特定個人情報

高山市税条例（昭和３０年高山市条例第３２号）に基づく市民税の賦課に関する事務であって規則で定

めるものの部～障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２

３号）に基づく障害者の日常生活支援の決定に関する事務であって規則で定めるものの部 （略）

生活に困窮する外国人に対

する生活保護法に準ずる保

護の決定及び実施、就労自

立給付金若しくは進学準備

給付金の支給、被保護者健

康管理支援事業の実施、保

護に要する費用の返還又は

徴収金の徴収に関する事務

であって規則で定めるもの

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）その他の地方税に関する法律及び

これらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調

査（犯則事件の調査を含む。）に関する事務であって番号法主務省令で定

めるものの部分～特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法

律第１３４号）による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年

金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号）附則第９７条第

１項の福祉手当の支給に関する事務であって番号法主務省令で定めるもの

の部分 （略）

母子保健法（昭和４０年法律第１４

１号）による保健指導、新生児の訪

問指導、健康診査、妊娠の届出、母

子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指

導、低体重児の届出、未熟児の訪問

指導、養育医療の給付若しくは養育

医療に要する費用の支給、費用の徴

収又は母子健康包括支援センターの

事業の実施に関する事務であって番

号法主務省令で定めるもの

母子保健法による養育医療の給付又

は養育医療に要する費用の支給に関

する情報であって規則で定めるもの

児童手当法（昭和４６年法律第７３号）による児童手当又は特例給付（同

法附則第２条第１項に規定する給付をいう。）の支給に関する事務であっ

て番号法主務省令で定めるものの部分～障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援

事業の実施に関する事務であって番号法主務省令で定めるものの部分 （

略）

利用する事務 特定個人情報を保有する事務 特定個人情報

高山市税条例（昭和３０年高山市条例第３２号）に基づく市民税の賦課に関する事務であって規則で定

めるものの部～障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２

３号）に基づく障害者の日常生活支援の決定に関する事務であって規則で定めるものの部 （略）

生活に困窮する外国人に対

する生活保護法に準ずる保

護の決定及び実施、就労自

立給付金若しくは進学準備

給付金の支給、被保護者健

康管理支援事業の実施、保

護に要する費用の返還又は

徴収金の徴収に関する事務

であって規則で定めるもの

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）その他の地方税に関する法律及び

これらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調

査（犯則事件の調査を含む。）に関する事務であって番号法主務省令で定

めるものの部分～特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法

律第１３４号）による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年

金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号）附則第９７条第

１項の福祉手当の支給に関する事務であって番号法主務省令で定めるもの

の部分 （略）

母子保健法（昭和４０年法律第１４

１号）による相談、支援、保健指導

、新生児の訪問指導、健康診査、妊

娠の届出、母子健康手帳の交付、妊

産婦の訪問指導、低体重児の届出、

未熟児の訪問指導、養育医療の給付

若しくは養育医療に要する費用の支

給、費用の徴収又はこども家庭セン

ターの事業の実施に関する事務であ

って番号法主務省令で定めるもの

母子保健法による養育医療の給付又

は養育医療に要する費用の支給に関

する情報であって規則で定めるもの

児童手当法（昭和４６年法律第７３号）による児童手当又は特例給付（同

法附則第２条第１項に規定する給付をいう。）の支給に関する事務であっ

て番号法主務省令で定めるものの部分～障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援

事業の実施に関する事務であって番号法主務省令で定めるものの部分 （

略）
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高山市福祉医療費助成金条

例による医療費の助成に関

する事務であって規則で定

めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例によ

る地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）

に関する事務であって番号法主務省令で定めるものの部分・児童扶養手当

法による児童扶養手当の支給に関する事務であって番号法主務省令で定め

るものの部分 （略）

母子保健法による保健指導、新生児

の訪問指導、健康診査、妊娠の届出

、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪

問指導、低体重児の届出、未熟児の

訪問指導、養育医療の給付若しくは

養育医療に要する費用の支給、費用

の徴収又は母子健康包括支援センタ

ーの事業の実施に関する事務であっ

て番号法主務省令で定めるもの

母子保健法による養育医療の給付又

は養育医療に要する費用の支給に関

する情報であって規則で定めるもの

国民健康保険法による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施

に関する事務であって番号法主務省令で定めるものの部分～生活に困窮す

る外国人に対する生活保護法に準ずる保護の決定及び実施、就労自立給付

金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保

護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定め

るものの部分 （略）

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高

額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるものの部～

公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）に基づく家賃又は駐車場使用料の徴収に関する事務であって

規則で定めるものの部 （略）

高山市福祉医療費助成金条

例による医療費の助成に関

する事務であって規則で定

めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例によ

る地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）

に関する事務であって番号法主務省令で定めるものの部分・児童扶養手当

法による児童扶養手当の支給に関する事務であって番号法主務省令で定め

るものの部分 （略）

母子保健法による相談、支援、保健

指導、新生児の訪問指導、健康診査

、妊娠の届出、母子健康手帳の交付

、妊産婦の訪問指導、低体重児の届

出、未熟児の訪問指導、養育医療の

給付若しくは養育医療に要する費用

の支給、費用の徴収又はこども家庭

センターの事業の実施に関する事務

であって番号法主務省令で定めるも

の

母子保健法による養育医療の給付又

は養育医療に要する費用の支給に関

する情報であって規則で定めるもの

国民健康保険法による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施

に関する事務であって番号法主務省令で定めるものの部分～生活に困窮す

る外国人に対する生活保護法に準ずる保護の決定及び実施、就労自立給付

金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保

護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定め

るものの部分 （略）

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高

額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるものの部～

公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）に基づく家賃又は駐車場使用料の徴収に関する事務であって

規則で定めるものの部 （略）

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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